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１ 計画策定の意義 

これまでの大量生産・大量消費型の社会経済活動は、ライフスタイルの多様化や利

便性の向上に貢献した一方、廃棄物の排出量増加による環境への負荷の増大や最終処

分場のひっ迫等の深刻な社会問題を発生させた。中でも、プラスチックの大量使用・

廃棄は、海洋汚染や温室効果ガスの増加による気候変動の要因とされ、脱炭素社会の

実現は世界共通の課題となっている。こうした背景のもと、従来の燃やして埋める処

理から、環境負荷ができる限り低減された循環型社会への転換が求められている。 

持続可能な循環型社会の形成には、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第

110 号。）をはじめとする関係法令を円滑かつ的確に施行することにより、廃棄物の

排出を抑制し、その上でリサイクルを推進していく必要があるが、とりわけ一般廃棄

物の中でも相当の割合を占め、生活に身近な容器包装廃棄物に関する３Ｒ（リデュー

ス・リユース・リサイクル）の取組は極めて重要である。 

本区では、これまで３R の促進や個別リサイクル法等の法的基盤とそれに基づく努

力、排出者意識の向上等に取組み、廃棄物の減量と資源化の促進に一定の成果をあげ

てきた。しかし、ごみとして排出される中に含まれる資源物の量はまだまだ多く、適

正な分別排出を徹底し、資源回収率をより向上させていかなくてはならない。 

本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下

「法」という）第８条に基づき、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄物を分別収

集することで、区民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を明確にし、３者が協働

して取り組むべき方針を示すものである。 

本計画の推進により、環境負荷の少ない地域社会の実現及び廃棄物資源を有効利用

し、持続可能な循環型社会の形成を図る。 

 

 

２ 基本的方向 

   本計画の実施にあたっての基本的方向を以下に示す。 

⑴ 容器包装廃棄物の排出抑制の促進 

⑵ 容器包装廃棄物の収集量拡大、分別収集・選別保管費用の低減 

⑶ 区民・事業者の分別意識の向上と、行政を含めた協働体制の構築 

 

 

３ 計画期間 

本計画は、令和 8 年４月から令和 13 年３月までの５年間を計画期間とし、令和 10

年度に見直す。ただし、計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場合にも、見

直しを行うものとする。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール缶、アルミ缶、ガラスびん（無色・茶

色・その他）、段ボール、紙パック、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象

とし、さらに、プラスチック資源循環法に基づき製品プラスチックを分別取集の対象

とする。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量見込み 

（法第８条第２項第１号） 

 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

容器包装廃棄物 14,516t 14,777t 15,035t 15,295ｔ 15,557ｔ 

製品プラスチッ

ク 
971ｔ 999ｔ 1,026ｔ 1,054ｔ 1,082ｔ 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。なお、実施

にあたっては、区民・事業者・行政がそれぞれの立場から役割分担し、相互に協力・

連携を図ることが重要である。 

⑴ 啓発活動の充実と排出指導の徹底 

環境学習等の機会を活用し、ごみ排出量の増大、最終処分場のひっ迫、ごみ処理

に要する経費、ごみ処理の状況等の情報を提供し、認識を深めてもらう。さらに、

マイバッグやマイボトルの活用推奨など、ごみの排出抑制手法の周知や、ごみの適

切な出し方に関する指導・啓発活動に積極的に取組む。 

⑵ 区民活動（集団回収事業）の促進 

町会・自治会等の住民団体が、自主的に行う資源回収事業（集団回収事業）を促

進するための活動支援や、その利用を区民へ促進する。 

⑶ 事業者取組の周知強化 

事業系リサイクルシステムの活用周知を強化するとともに、商品包装の簡素化や

プラスチック資源の活用を事業者へ促進する。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集

に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類と分別の区分を次のように定める。 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 
缶 

主としてアルミ製の容器 

主としてガラス製

の容器 

無色のガラス製容器 

びん 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミニウムが利用されているものを

除く） 

紙パック 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器で

あって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの 
ペットボトル 
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主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの 
ペットボトル以外のプラスチ

ック製容器包装 

プラスチック資源循環法に基づき分別取集するもの 製品プラスチック 

 

 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２

条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

335t 337t 340t 344t 347t 350t 353t 

384t 387t 391t 394t 398t 402t 405t 

引渡量 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

独自処理量 824t 829t 837t 845t 853t 861t 869t 

合　計 824t 829t 837t 845t 853t 861t 869t 

引渡量 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

独自処理量 373t 375t 379t 382t 386t 389t 393t 

合　計 373t 375t 379t 382t 386t 389t 393t 

引渡量 705t 709t 716t 723t 730t 736t 743t 

独自処理量 61t 62t 62t 63t 63t 64t 65t 

合　計 766t 771t 778t 786t 793t 800t 808t 

15t 15t 15t 15t 16t 16t 16t 

3,911t 3,938t 3,975t 4,012t 4,050t 4,087t 4,124t 

引渡量 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

独自処理量 1,365t 1,375t 1,388t 1,401t 1,414t 1,427t 1,440t 

合　計 1,365t 1,375t 1,388t 1,401t 1,414t 1,427t 1,440t 

引渡量 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

独自処理量 1,816t 1,829t 1,846t 1,863t 1,880t 1,898t 1,915t 

合　計 1,816t 1,829t 1,846t 1,863t 1,880t 1,898t 1,915t 

引渡量 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 

独自処理量 223t 225t 283t 285t 288t 291t 293t 

合　計 223t 225t 283t 285t 288t 291t 293t 

主として紙製の容器であって飲料を充
てんするためのもの（原材料としてアル
ミニウムが利用されているものを除く。）

注：端数処理により、合計が合わない場合がある。

主としてポリエチレンテレフ
タレート（PET）製の容器で
あって飲料又は醤油を充て
んするためのもの

主としてプラスチック製の容
器包装であって上記以外
のもの

製品プラスチック

主として段ボール製の容器

主としてスチール製のもの

その他のガラス製容器

主としてアルミ製のもの

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器

包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定

方法 

⑴ 算定式 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規 

定する主務省令で定める物の量の見込み 

＝直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

(2) 人口変動率及び人口推計 

    今回の分別収集計画策定期間にあたる人口変動率（対前年度比）は、「墨田区人

口ビジョン（令和 7 年３月策定）」より算出 

将来の人口変動率及び人口推計については下表のとおりである。 

年 度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

人口推計数(人) 290,688 人 293,407 人 296,127 人 298,846 人 301,565 人 

人口変動率 100.9％ 100.9％ 100.9％ 100.9％ 100.9％ 

    ※人口推計数は令和 6 年 4 月 1 日現在の人口（実数）を基に人口変動率を乗算し算出 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

   分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 収集の分別区分 収集･運搬段階 選別･保管段階 

金
属 

スチール製容器 

缶 

区による集積所回収 委託業者 

アルミ製容器 
区による集積所回収 委託業者 

集団回収 民間業者 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

   びん 
区による集積所回収 

及び集団回収 

委託業者 

及び 

民間業者 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙
類 

段ボール 段ボール 
区による集積所回収 委託業者 

集団回収 民間業者 

飲料用紙製容器 紙パック 
区による集積所回収 委託業者 

集団回収 民間業者 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル 区による集積所回収 委託業者 

主としてプラスチ

ック製容器包装で

あって上記以外の

もの 

ペットボトル以外

のプラスチック製

容器包装 

区による集積所回収 委託業者 
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プラスチック資源

循環法に基づき分

別取集するもの 

製品プラスチック 区による集積所回収 委託業者 

 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

分別収集の用に供する施設計画 

容器包装廃棄物の種類 収集の分別区分 収集容器 収集車両 中間処理 

スチール製容器 
缶 

コンテナ 
平ボディー車 

軽小型車 

委託業者 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

びん 茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

段ボール 段ボール 
なし 平ボディー車 

飲料用紙製容器 紙パック 

ペットボトル ペットボトル 専用ネット 小型プレス車 

その他プラスチック 

ペットボトル以

外のプラスチッ

ク製容器包装 なし 小型プレス車 

製品プラスチッ

ク 

 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

（法第８条第２項第７号） 

⑴ 区民や事業者の意見等を踏まえ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に

進めていく。 

⑵ 容器包装廃棄物の分別の区分等に従って適正に排出されるよう、指導・啓発及び

情報の提供を図る。 

⑶ 住民団体が行う自主的な活動（集団回収事業）を促進するために、用具等の貸与、

回収業者への協力等を行う。 


